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フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
日
本
赤
十

字
社
が
行
う
献
血
事
業
な
ど
、
使

用
期
間
の
短
い
も
の
を
減
免
の
対

象
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。

　

そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
も
、

文
化
・
芸
術
の
向
上
に
寄
与
す
る

も
の
か
、
公
益
性
の
高
い
も
の
か

を
判
断
し
、
決
定
し
て
い
き
た
い
。

・
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
十
一
号

ま
で
の
規
定
は
、
原
則
禁
止
と
し

て
い
る
が
、
第
九
号
の
物
品
の
販

売
等
、
第
十
号
の
ポ
ス
タ
ー
等
の

掲
示
に
つ
い
て
は
、
公
共
性
・
公

益
性
を
妨
げ
な
い
も
の
で
歩
行
者

の
利
用
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と

認
め
る
も
の
に
限
り
、
許
可
す
る

規
定
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
広
告
掲
示
に
つ
い
て
は
、

一
週
間
単
位
は
掲
示
期
間
が
比
較

的
短
い
ポ
ス
タ
ー
等
を
、
一
月
単

位
は
継
続
的
に
設
置
さ
れ
る
看
板

広
告
を
想
定
し
て
料
金
設
定
し
た

も
の
で
あ
る
。

〈
そ
の
他
の
質
疑
〉

・
議
案
第
六
十
六
号　

羽
生
市
行

政
財
産
の
使
用
料
に
関
す
る
条
例

議
案
第
六
十
六
号　

羽
生
市
行
政

財
産
の
使
用
料
に
関
す
る
条
例

（
質
問
）

・
本
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
使

用
料
の
減
免
規
定
の
う
ち
、
第
三

号
の
「
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
」
と
は
、
ど
の
よ

う
な
場
合
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

（
答
弁
）

・「
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
も
の

と
し
て
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な

い
で
、
芸
術
・
文
化
等
の
普
及
向

上
に
寄
与
す
る
も
の
、
ま
た
は
市

民
の
公
益
に
寄
与
す
る
も
の
等
が

挙
げ
ら
れ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
庁
舎
ホ
ー
ル
で

菊
花
連
合
会
が
開
催
し
て
い
る
菊

の
展
示
、
盆
栽
愛
好
会
開
催
の
盆

栽
の
展
示
、
青
年
会
議
所
開
催
の

議
案
第
六
十
七
号　

羽
生
駅
自
由

通
路
設
置
及
び
管
理
条
例

（
質
問
）

・
本
条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
自

由
通
路
に
お
け
る
禁
止
事
項
の
う

ち
、
市
長
が
特
に
許
可
し
た
場
合

と
は
、
ど
う
い
う
場
合
を
想
定
し

て
い
る
の
か
。

　

ま
た
、
第
六
条
別
表
の
広
告
掲

示
の
料
金
を
一
週
間
単
位
と
一
月

単
位
に
分
け
た
理
由
は
。

（
答
弁
）

議
案
第
六
十
七
号　

羽
生
駅
自
由

通
路
設
置
及
び
管
理
条
例

（
質
問
）

・
本
条
例
第
四
条
で
規
定
し
て
い

る
十
一
項
目
の
禁
止
事
項
の
な
か

に
は
、
本
来
の
自
由
通
路
の
目
的

に
そ
ぐ
わ
な
い
項
目
も
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
見
解
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

（
答
弁
）

・
自
由
通
路
設
置
の
目
的
は
、
歩

行
者
の
往
来
の
利
便
性
を
図
る
こ

と
及
び
快
適
な
都
市
環
境
を
実
現

す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
条
例
は
こ

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
管
理

等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め

た
も
の
で
あ
る
。

　

一
般
的
な
公
共
施
設
の
場
合
は
、

市
の
職
員
等
が
配
置
さ
れ
て
い
る

た
め
、
適
正
な
管
理
が
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
自
由
通
路

は
職
員
が
常
駐
で
き
な
い
こ
と
、

不
特
定
多
数
の
方
が
二
十
四
時
間

利
用
で
き
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

利
用
者
の
モ
ラ
ル
に
頼
る
だ
け
で

は
管
理
上
不
十
分
で
あ
る
と
い
う

見
解
か
ら
、
禁
止
項
目
を
設
け
た

も
の
で
あ
る
。

議
案
第
六
十
七
号　

羽
生
駅
自
由

通
路
設
置
及
び
管
理
条
例

（
質
問
）

・
本
条
例
第
四
条
の
禁
止
項
目
の

な
か
で
、
飲
酒
の
禁
止
が
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
通
常
駅
の
売
店
で

は
酒
類
を
販
売
し
て
い
る
。
矛
盾

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
禁
止

項
目
と
し
た
見
解
は
。

（
答
弁
）

・
東
武
鉄
道
の
駅
舎
内
に
設
置
さ

れ
て
い
る
売
店
で
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
酒
類
は
販
売
し
て
い
な
い
が
、

許
可
申
請
中
で
あ
り
、
許
可
が
お

り
次
第
、
酒
類
の
販
売
を
開
始
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

当
然
、
売
店
に
お
い
て
酒
類
を

販
売
し
、
こ
れ
を
購
入
す
る
こ
と

は
自
由
で
あ
る
が
、
自
由
通
路
内

で
の
飲
酒
を
認
め
た
場
合
、
集
団

化
し
て
一
定
の
区
域
を
占
有
す
る

よ
う
な
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と

や
、
他
の
利
用
者
に
不
快
感
を
与

え
る
こ
と
等
も
予
想
さ
れ
る
た
め
、

自
由
通
路
の
管
理
上
、
禁
止
行
為

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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議
案
に
対
す
る
質
疑

永
沼
正
人
議
員

松
本
敏
夫
議
員

藤
倉
宗
義
議
員

蜂
須
直
巳
議
員


